
※１ 平成２０年８月1日現在
※２ 平成２０年１１月1日現在

新しい救急医療体系図 についての提案

救命救急センター（218カ所）

・病院群輪番制病院（405地区）
・共同利用型病院（9カ所）

・小児救急医療支援事業（144地区）
・小児救急医療拠点病院（29カ所（63地区））

・総合周産期母子医療センター（64カ所）
・地域周産期母子医療センター（210カ所）

小児救急電話相談事業（45カ所）

大人の救急患者 子どもの救急患者

救命救急医療(24時間)

入院を要する救急医療（休日・夜間） 入院を要する小児救急医療（休日・夜間）

初期救急医療（休日・夜間）

小児救急に関する電話相談（休日・夜間）

・在宅当番医制（641地区）
・休日夜間急患センター（516カ所）

平成21年2月1日現在

平成20年3月3１日現在

平成19年9月１日現在

平成21年4月1日現在

平成20年3月3１日現在

（未熟児等）

小児初期救急センター
（平成18年度補正予算により整備）

・総合周産期母子医療センター（７５カ所）※１

・地域周産期母子医療センター（237カ所）※２
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小児救命救急センター
（仮称）

救命救急医療(24時間) 新規



救急医療用ヘリコプターの導入促進に係る諸課題に関する検討会 報告書概要

助成金交付事業に関する制度のあり方

ドクターヘリの配備のあり方

ドクターヘリの運用のあり方

・法第９条に基づく法人の登録に関する基準
・助成金交付事業の対象
①基盤整備に要する費用、②運航に要する費用
③運航円滑化のための費用、④調査研究に要する費用

・救命救急センターまでの陸路による搬送時間が30分（ヘリの飛行距離で50～70kmに相当）を超える地域の人口規模が大きい場
合には、ドクターヘリの配備について検討が必要 （なお、人口規模は小さくとも、離島やへき地等については配慮が必要）
・人口規模が大きい地域では複数配備の検討も必要

・一般的には、同一都道府県における複数配備は、追加配備による効果・効率性等について検証等を行った上で、段階的に進める
ことが考えられる
・飛行範囲円に近隣県が含まれる場合、複数の都道府県による共同運用の検討も必要

・他の機関（消防等）が運用するヘリコプターとドクターヘリとの役割分担や連携体制の構築も必要であり、医療機関と消防機関等
との協議の場の活用等が必要

「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法」の成立・施行（平成１９年６月）に伴い、
ドクターヘリ運航のための助成金交付事業や、ドクターヘリの全国的な配備のあり方について検討

助成金交付事業に係る
登録に関する省令を制定
（平成２０年４月施行）

・ドクターヘリを配備した医療機関以外の医師を交代で搭乗させるといった複数の医療機関の共同運用方式
・効果的・効率的な運用のためには、関係者が協議する場等において、運航実績、救命効果等について継続的に検証し、
改善に努めることが重要

・災害時のドクターヘリの運用方法について検討が必要
・安定的に運航を継続するためには、運航費用の確保のあり方についてさらに検討が必要

平成20年8月29日
厚生労働省医政局指導課
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導入

未導入

ドクターヘリ導入の状況

平成21年３月３１日現在、１６道府県にて導入

北海道

長野県
群馬県

千葉県

神奈川県
静岡県

福岡県
長崎県

埼玉県

愛知県
和歌山県

大阪府
岡山県

福島県

青森県

沖縄県

※ドクターヘリ

救急医療に必要な機器などを装備し、医師及び看
護師が同乗して救急現場に直接駆け付け治療を行う
ことができるヘリコプターのこと。
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